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７５歳以上の医療費窓口３割負担の対象拡大を検討する方針の 

撤回に関する意見書（案） 

 

令和６年９月、政府は高齢社会対策大綱を閣議決定し、７５歳以上の医療

費窓口３割負担の対象拡大を検討する方針を示した。 

現在、７５歳以上の窓口負担は原則 1 割であるが、一定以上の所得があれ

ば２割、「現役並み所得」の場合は３割となっている。一方、高齢社会対策大

綱では、高齢者に更なる負担を強いるものとなる３割負担の判断基準の見直

しを検討するとしている。 

年齢が上がると健康状態が悪化しやすくなるが、経済的な理由により受診

をためらう高齢者は現在でも少なくない。３割負担の対象が拡大されれば、

受診控えが増え、高齢者の健康状態を更に悪化させることにつながってしま

う。 

また、病気にかかりやすく、治療に時間が掛かる高齢者の窓口負担は、現

役世代より低くしてこそ、世代間の公平を確保することができる。 

よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、７５歳以上の医療費窓口３

割負担の対象拡大を検討する方針を撒回するよう強く要請する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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